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第 26回 岩国市都市計画審議会会議録 

 

○日 時 令和元年７月２日（火曜日） 14時 30分～15時 50時 

 

○場 所 岩国市役所６階 議会会議室 

 

○次 第 

 １ 開 会 

 ２ 議 事 

(1) 議事録署名委員の指名について 

(2) 諮問第 19号 岩国都市計画市街化区域と市街化調整区域との区分の変更について 

(3) 議案第 36号 岩国都市計画用途地域の変更について 

(4) 議案第 37号 岩国市都市計画下水道の変更について 

 ３ 閉 会 

 

○出席者〔委員 15人〕 

 委 員（１号委員） 塚 本 俊 明  梅 川 仁 樹  隅  善 彦 

廣 田 登 志 子  安 本 政 人 

    （２号委員） 大 西 明 子  桑 田 勝 弘  中 村 雅 一  細 見 正 行 

    （３号委員） 小 倉 寿 雄代理委員  山 本 富 夫  村 岡 和 彦 

    （４号委員） 植 松 義 博  河 野 摩 里  桑 重 和 昭 

 

○欠席者〔委員１人〕 

 委 員（１号委員） 榊 原 弘 之 

 

○傍 聴〔０人〕 
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［14時 30分 開会］ 

○事務局 定刻となりましたので、本日の審議会を始めたいと思います。本日は、大変お忙し

いところ、岩国市都市計画審議会にご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

  ただいまから、第 26回岩国市都市計画審議会を始めさせていただきます。 

  私は、事務局を担当しております、都市計画課の杉山と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  それでは、会議の開会にあたり、山中都市開発部長よりご挨拶申し上げます。 

○山中部長 みなさん、こんにちは。都市開発部長の山中でございます。 

本日は、お忙しいところ、第 26回岩国市都市計画審議会にご出席をいただき、たいへんあ

りがとうございます。 

  また、平素より本市政並びに都市計画行政の推進にあたりまして、ご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

さて、本日の審議会でございますけれども、１件の諮問と２件の議案を予定してございま

す。 

１件の諮問につきましては、県の定める都市計画でありまして、区域区分、市街化区域と

市街化調整区域に分ける都市計画です。いわゆる線引きというものでございます。 

次の議案の１つめですけども、こちらも諮問１でご議論いただきます区域に対して市が定

める都市計画でありますけれども、用途を設定する都市計画となります。もう１つは、やは

りこの区域区分に伴いまして編入される区域に対し下水道区域の見直し等を行うものでござ

います。また、昨今、異常気象という言葉がよく聞かれますけども、麻里布地区におきます

浸水対策を進めるために都市計画を設定することにしております。 

いずれの都市計画につきましても重要な案件でございます。ご審議のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

○事務局 ありがとうございました。それでは、議事に入ります前に、本日初めての方、また

委員の交代もございますので、改めて委員のご紹介をさせていただきます。失礼ながら、こ

こからは座って説明させていただきます。 

１号委員といたしまして、広島工業大学工学部環境土木工学科特任教授、塚本俊明委員で

ございます。山口大学大学院創生学科研究科教授、榊原弘之委員、榊原委員は本日所用によ

りご欠席とご連絡をいただいております。岩国市農業委員会会長、梅川仁樹委員でございま

す。岩国市社会福祉協議会会長、隅喜彦委員でございます。岩国市教育委員会委員、廣田登

志子委員でございます。岩国商工会議所会頭、安本政人委員でございます。２号委員といた

しまして、岩国市議会議員の大西明子委員でございます。同じく桑田勝弘委員でございます。

同じく中村雅一委員でございます。同じく細見正行委員でございます。３号委員といたしま

して、国土交通省山口河川国道事務所所長、髙井嘉親委員でございます。本日は公務のため

国土交通省山口河川国道事務所副所長の西岡寿雄様が代理でご出席されておられます。山口

県岩国土木建築事務所所長、村岡和彦委員でございます。山口県岩国農林水産事務所所長、
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山本富夫委員でございます。４号委員といたしまして、植松義博委員でございます。河野摩

理委員でございます。桑重和昭委員でございます。 

以上、16名の委員により、新たに都市計画審議会を組織しておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

それでは、本日の委員の出席についてご報告申し上げます。本日、榊原委員が所用により

欠席との連絡をいただいておりますが、委員 16名のうち、現在 15名の出席がありますので、

岩国市都市計画審議会条例第７条第２項の規定による定足数を満たしており、本日の会議が

成立していることをご報告申し上げます。 

次に、資料の確認をさせていただきます。先日、開催通知とともに送付させていただきま

した、第 26回審議会資料、また、本日席上には、議事日程、委員名簿、配席表を配布させて

いただいております。以上となりますが、よろしいでしょうか。 

ここで、お手元にあるマイクの使い方について、ご説明いたします。ご発言の際にはマイ

クの台座部分に押しボタンがありますので、そのボタンを押していただくと、マイク先端の

リング部分が赤く点灯しますので、その状態を確認していただいてからお願いします。また、

お手数ではありますが、ご発言が終了後した際には、もう一度、ボタンを押して解除してい

ただきますようお願いします。 

それでは、ここからは、塚本会長に議事進行をお願いします。塚本会長よろしくお願いし

ます。 

○塚本会長 それでは、これより議事に入らせていただきます。まず、日程第１議事録署名委

員の指名についてでございますが、本日の会議を進めるのに当たりまして、規則第 13条では、

会長は、会議の議事録を作成し、会長の指名した委員２人が署名押印の上、保存するものと

すると規定されているため、廣田委員、細見委員を本日の会議の議事録署名委員に指名しま

す。よろしくお願いします。 

■諮問第 19号 

○塚本会長 続きまして、審議事項に入らせていただきます。本日は、県が定める都市計画に

対し意見を求められた諮問１件と、市が定める都市計画について議決を要する議案２件の審

議がございます。日程第２諮問第 19号、岩国都市計画区域区分の変更について、これは県決

定の都市計画案件でございます。日程第３議案第 36号、岩国都市計画用途地域の変更につい

て、これは市の案件でございます。これらは関係がございますので一括して審議をしたいと

思いますが、よろしいでしょうか。それでは事務局より説明をお願いします。 

○事務局 都市計画課長をしております加納と申します、よろしくお願いいたします。 

それでは、今回ご審議いただきます、諮問第 19号及び議案第 36号について説明させてい

ただきます。まずは、お配りした審議資料に基づいて、議案の内容を簡単に説明いたします。 

諮問第 19号については、山口県の定める区域区分の変更についてです。資料２ページの区

域区分の変更の新旧対象表をご覧ください。人口フレームの右の「旧」の表の下から２行目、

特定保留 0.3千人が解除されることにより、左の「新」の表の下から４行目、配分する人口
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が、右の８万 4,100人から８万 4,400人になっております。 

なお、人口フレームと申しますのは、人口を主な指標として設定された市街化区域の規模

のことで、目標年である平成 32年における市街化区域内の推計人口に、世帯数などを加味し、

市街地として必要と見込まれる規模としています。さらに保留する人口とは、市街化の状況

を待って随時編入するもので、目標年までの間に市街化区域の余地を残す仕組みになってお

ります。このたび適用される案件につきましては、後ほど説明させていただきます。 

区域区分が変更される平田、関戸、保津の各地区の概要は資料の３ページをご覧いただい

たらと存じます。これらの位置については次の４ページに掲載しております。詳細について

は、後ほど、ご説明いたします。 

また、議案第 36号については、岩国市が定める用途地域の変更になりますが、これらは諮

問第 19号の区域区分の変更に伴うもので、用途の種別につきましては資料の５ページを開い

ていただいたらと存じます。1 行目の第一種低層住居の項目は、平田地区の 4.4 ヘクタール

のうち 4ヘクタール分の増加、３行目の第一種中高層は平田地区の残りの 0.4ヘクタールの

増加と保津地区の 1.1ヘクタールの減少により合計マイナス 0.7ヘクタール、５行目の第一

種住居が関戸の 0.02ヘクタールの増加を反映しております。詳細は後ほど、説明させていた

だきます。６ページは今回の変更理由をあげさせていただいています。それから新旧対照表

につきましては、資料８ページ、それぞれの位置については資料９ページにあげさせていた

だいています。諮問第 19号、議案第 36号とも、変更理由も含め、後ほど詳しく説明させて

いただきます。 

それでは、正面のスクリーンをご覧いただき、都市計画法における区域区分の説明から始

めさせていただきます。 

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用等に関する計画で

すが、この計画を定めるに当たって、都市の範囲を明らかにする必要があります。それぞれ

の都市の実態に即して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要があると

して指定した区域を都市計画区域といいます。この都市計画区域を、市街化を進める市街化

区域と市街化を抑制する市街化調整区域に区分することを線引きといい、この区分のことを

区域区分といい、山口県が決定するものです。 

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域や、おおむね 10年以内に優先的、計画的

に市街化を図っていく区域です。また市街化調整区域とは、自然や農地などを保全し市街化

を抑制する区域であり、都市計画において、開発などの規制が厳しい区域となります。 

岩国都市計画区域での、これまでの区域区分の見直し状況を見てみますと、昭和 46年以降、

5 回の定期見直しと 1 回の随時見直しが行われております。この度の区域区分の変更は、随

時見直しによる取扱いですが、前回の平成 25年度の定期見直しにおいて、市街化が確実にな

る時期に市街化区域に編入する、いわゆる特定保留とした地区 1件と、その他の地区 1件を

市街化区域に編入するとともに、1件を市街化調整区域に編入するものです。 

区域区分の見直しについては、県が概ね５年ごとに定期的に見直すこととなっており、そ
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のたびに定期見直しの基準を定めます。基準については後ほど、案件ごとにご説明しますが、

今回の３案件のうち、平田については、基準に沿った区域として平成 25年の前回定期見直し

に際して人口フレームを設定し、市街化が進んだ時点で随時編入していくとしていたもので、

今回、市街化が整ったことから、随時編入しようとするものです。関戸と保津の案件はとも

に、小規模な区域で、平田の案件がなければ、県全体の定期見直しに際して審議されるとこ

ろですが、前回見直し以降、いろいろとご要望が寄せられている中でも、それぞれ、検証の

結果、見直し基準に合致する状況にあると県の整理がついたところであり、また、平田の案

件とタイミングも合致したことから、今回、これら３つの県決定案件について、ご審議いた

だこうとするものです。 

市街化区域に接する土地の区域については、土地利用の動向や基盤施設の整備状況を細か

く検討し、小規模なものでも、市街化しているものは市街化区域に編入することが望ましい

とされています。また、災害のリスクのある土砂災害特別警戒区域などについては、市街化

調整区域に編入することが望ましいとされています。 

市街化区域に編入するべき区域について、国の指針などでは、すでに市街地を形成してい

る区域、都市計画法の手続きなどによって立地した建築物が存在する土地の区域、地区計画

の定められた区域で、地区整備計画に基づく開発が完了した区域、区域区分の境界となって

いる河川、崖などの形や物の位置が変更した区域などが挙げられています。また市街化調整

区域への編入については、計画的な市街地整備が見込めない区域で、市街化調整区域に接す

る土地の区域などです。 

それでは今回の諮問第 19号において、区域区分を変更する箇所について、ご説明をいたし

ます。この度、変更する箇所は３箇所でございます。画面の四角で囲んだ番号１、２の区域

が市街化区域に編入する区域で、三角で囲んだ番号３の区域が市街化調整区域に編入する区

域です。 

３箇所の区域について個別に説明します。 

まず平田五丁目地区につきましては、愛宕スポーツコンプレックスに近く、岩国商業高校

にも隣接する地区に位置しており、前回の定期見直しにおいて、特定保留に定められていま

す。特定保留とは、計画的な市街地整備の見通しがある区域について、あらかじめ位置を特

定して、市街化が確実となる時期に、必要な調整を行った上で市街化区域に編入すべき地区

として定めるものです。画面左側が特定保留に定められた区域 5.4ヘクタールで、右側が今

回、市街化区域に編入される区域 4.4ヘクタールです。 

なお、特定保留とされていましたが市街化区域に編入されない約１ヘクタールの区域につ

いては、その一部が平成 28年度に県により土砂災害特別警戒区域に指定され、市街化区域に

は編入できない区域と県により判断されたところです。 

平田五丁目地区の経緯について、簡単に説明します。この地区は土砂採取跡地でしたが、

市街化区域に隣接する土地として有効利用を図るため、平成 24年に地権者から、地区計画の

都市計画提案が提出されました。その内容が平成 24年に策定された岩国市市街化調整区域に
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おける地区計画運用基準に適合するとともに、当地区における人口定住や地域の活性化に寄

与するものと考えられ、岩国市都市計画マスタープランの方針などにも整合していると判断

したことから、地権者からの提案を採用し、平成 25年 5月に平田五丁目地区地区計画の都市

計画決定をしております。その後、この地区計画に則り宅地造成が行なわれ、現在は 73戸の

住宅が既に建築され、残り区画は地権者所有地も含め 6区画となっております。住宅の建設

が進み、市街化されたと認められることから、この度特定保留を解除し、市街化区域に編入

するものです。 

次は関関バイパスに隣接する関戸地区について説明します。赤の線で囲った範囲が市街化

区域に編入する地区です。 

この地区は、急傾斜地崩壊警戒区域の指定に伴い、県により防止工事が実施され、新たに

擁壁が設置されたため、この擁壁に沿って区域区分の境界を定めるよう変更し、0.02ヘクタ

ールを市街化区域に編入するものです。 

最後に通津と保津町の境、国道 188号線から少し高台に登った住宅地の周辺部に位置する

保津町二丁目地区について説明します。青の線で囲った範囲が市街化調整区域に編入する地

区です。 

この地区は市街化調整区域に面的に接した法面が大部分であり、また急傾斜地崩壊特別警

戒区域にも一部指定されていることから、今後計画的な市街化の見込みのない土地の区域と

して、市街化調整区域に編入するものです。 

以上が県が定める市街化区域と市街化調整区域の区分の変更に関する説明になります。 

■議案第 36号 

○事務局 続きまして、議案第 36号岩国都市計画用途地域の変更についてご説明します。 

今回、用途地域の変更を行う 3か所はすべて、ただ今説明しました諮問第 19号の区域区分

の変更に伴うものです。区域区分の変更は山口県が決定するものですが、本議案、用途地域

の変更については、岩国市が決定する都市計画であり、都市計画法第 19条第１項の規定に基

づき、審議会の議決を経ようとするものでございます。 

まず用途地域とは、都市計画法で定める地域地区の一つで、地域の特性に応じて建築物の

用途、建ぺい率、容積率、高さなどを規制することにより、居住環境の保全、商工業などの

経済活動の効率化を図るなど、都市のあるべき土地利用を実現するために定められるもので

す。都市における住居や商業、工業といった土地利用は、類似のものが集まることによって、

それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。用途地域は、地域の

特性に応じて住居系・商業系・工業系など 13種類の用途に区分され、それぞれの目的に応じ

て指定されます。建てることのできる建物の種類や建て方のルールを決めることによって、

長期的な視点で地区の環境を整えていく制度が用途地域です。 

今回用途地域を変更する箇所は区域区分の変更の際に説明した 3 か所になります。1 番の

平田五丁目地区と２番の関戸地区は、市街化調整区域から市街化区域への編入に伴い、新た

に用途地域を指定します。３番の保津町二丁目地区は、現在用途地域が指定されていますが、
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市街化区域から市街化調整区域への編入に伴い指定がなくなります。 

それでは、それぞれの地区について説明します。 

平田五丁目地区の拡大図です。赤の線で囲った範囲について、今回、市街化区域への編入

に伴い用途地域を指定します。 

この地区は前回、平成 25年度の区域区分定期見直しの際、将来計画的に市街化される区域

として特定保留に指定され、現在はほぼ市街化しています。赤の線で囲まれた 4.4ヘクター

ルの範囲には、現在、用途地域の指定がありませんが、市街化区域への編入に伴い、4.4 ヘ

クタールの区域の内、4.0ヘクタールを第一種低層住居専用地域に、0.4ヘクタールを第二種

中高層住居専用地域に指定します。 

なお、今回変更される区域に当たる住宅地については、平成 25年に都市計画決定された平

田五丁目地区地区計画によって、分譲当時から第一種低層住居専用地域と同様の建ぺい率

50％、容積率 80％に制限されていますので、既存の建築物が規定に適合しなくなることはあ

りません。 

次に関戸地区です。赤の線で囲った範囲が、今回、市街化区域に編入される区域です。 

この区域は、急傾斜地崩壊警戒区域の指定に伴う防止工事が実施された箇所において、工

事で設置された擁壁に合わせて区域区分の境界を整理し、市街化区域へ編入するものです。

赤で囲った 0.02ヘクタールに、現在、用途地域の指定はありませんが、市街化区域への編入

に伴い、隣接する地域に合わせて第一種住居地域に指定します。 

次に保津町二丁目地区です。この区域は、赤の線で囲った範囲が市街化区域から市街化調

整区域に編入されます。編入される 1.1ヘクタールの区域には、現在、第一種中高層住居専

用地域 0.7ヘクタールと第二種中高層住居専用地域 0.4ヘクタールの用途地域が指定されて

いますが、市街化調整区域への編入に伴い、用途地域の指定がなくなります。 

用途地域の変更に関する説明は以上です。 

最後に、都市計画変更に伴う手続について、ご説明いたします。ただいま説明しました諮

問第 19号の区域区分の変更と議案第 36号の用途地域の変更について、まとめて説明させて

いただきます。 

都市計画の変更素案につきましては、1月 15日から、2月 15日までの間、区域区分の変更

については、山口県庁都市計画課、岩国土木建築事務所、岩国市都市計画課で、用途地域の

変更については、岩国市都市計画課で、図書の閲覧を実施しております。閲覧期間中の 1月

20 日に岩国市民文化会館で説明会を開催しましたが、参加者はありませんでした。2 月 15

日に、公聴会の開催を予定しておりましたが、公述申し出の受付期間中に申出書の提出はあ

りませんでしたので、開催しておりません。 

変更の案が固まったことから、5月 17日から 5月 31日の間、都市計画案の縦覧を行いま

した。縦覧期間中、意見書の提出はありませんでした。 

縦覧の後、区域区分の変更については、山口県から岩国市へ、6 月 5 日付けで意見照会が

ありました。この意見照会を受けて、本日、審議会の意見を伺うためにお諮りしています。
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本日頂いた意見を付して、山口県知事宛に、岩国市の意見を回答します。 

用途地域の変更については、今回の審議会にて適当と認められれば、県知事への協議を経

て、決定の告示を市が行う予定としています。 

以上、諮問第 19号の区域区分の変更と議案第 36号の用途地域の変更について、ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○塚本会長 はい、ありがとうございました。かなり丁寧に説明をしていただきましたので、

今回、なぜ、この場で審議をしなければならないか、もしくは判断しなくてはいけないかと

いうことについては、ご理解いただけたのではないかと思いますが、なお、よく分からない

点があればご質問を、それから、市としては今のようなご判断をされているわけではござい

ますけども、それに対してご意見がありましたら、ご質問、ご意見、どちらでも結構でござ

います。ご意見、ご質問のある方は、挙手の上、よろしくお願いいたします。 

○安本委員 平田地区の件ですが、先ほど道路に面した法面の部分、そこは県による危険区域

になるということで外しておられますが、道路まで一緒に東側まで入れた方が良いのではな

いでしょうか。 

○塚本会長 ご説明ございましたらお願いします。 

○事務局 私どもも、住宅として活用できないところでも、おっしゃるように市街化区域とし

て入れてしまったらどうかという考えがありまして県と話をしたのですが、現在見直しをす

る中で、区域区分の定期見直しが平成 25年に行われた時に、基準に沿って判断する中で、こ

れから新たに指定しようとする時には、基本的には、いわゆるレッドのゾーン、この区域に

ついては、市街化調整区域にしておいて、市街化区域には原則入れないというところを前回

の 25年の時の県の見直し基準に沿って扱う、と。周りが残るのは違和感があるので、同じ一

団の土地として扱うという考え方もあると思いますが、そういうことでなく、レッドゾーン

部分は入れないということで、山口県がこの区域もそういう判断をし、市街化区域には入れ

ないというところでございます。今は道路がついていたり、法面等になっておりますが、今

後、万が一、今ありえる話ではないですが、一団の土地として本当に、住宅を建て、完全に

市街化するということがあればですね、そのときは状況に応じて計画的に考えていく必要が

あるかと。今現在の手順からいくとこのまま継続して市街化調整区域というところでござい

ます。 

○安本委員 はい、そういうことなら分かりました。 

○塚本会長 ありがとうございます。みなさん気持ち悪いというのは思われているところでし

ょうが、私も説明に来ていただいたときに、まずそれを言いましたが、調べていただいた結

果、あのような判断をされているということを聞いております。 

ありがとうございました。他に、どうぞお願いいたします。 

○中村委員 平田五丁目と保津町二丁目ですか、これについて調整区域と市街化区域の変更に

ついて、急傾斜とか危険区域を外しながらこういう考えを持ったということなんですけど、

今回、岩国市、県全体にもレッドゾーンがたくさんあるではないですか。同じように今後、
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そういう地区も見直していかれるんですか。今回、こういう前例を作った場合。 

○事務局 市街化区域と調整区域との線引きの変更につきましては、住民の方々、土地所有者

の方々から多くご要望等、寄せられているところでございます。その中で、説明の中でも申

しました、県が毎回、定期見直しのときに必ず基準を設けます。例えば地区計画が定められ

ているところは市街化区域に入れられるとか、そのときは面積がいくら必要かとか、あるい

はレッドゾーンであって、ここは市街化区域ではないと判断されるとかは、ご要望に応じて

検証しまして、今回はその整理がきちんとできたので挙げてるわけですけれど、他にいろい

ろな案件がある中で、岩国市で全体を、あるいは山口県として全体を見ていくというのは理

想ではありますが、なかなか現実には難しいことでございまして、現実にお話があった案件

の中でもそれをきちんと整理しまして、定期見直しの基準に合致するものであれば、やるべ

き必要があろうかと考えています。 

○塚本会長 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

○中村委員 そういう考え方で今後、進められるというのであれば、地域からとかそういうと

こから声が上がらないと見直しはしないという、それか、こちらからそういうものがあれば

調べながらということでしょうか。 

○事務局 市側の方、県側の方でもいろいろな案件を合わせて検討し考えていかなければいけ

ないことも出てこようかと思います。なので、必ずしも住民、地権者の声だけでやるわけで

はないですが、きっかけとして、そういったケースが多いと先ほど申しましたが、行政側の

方で率先して変更を考えるべき地区というのもこれから先出てこようかと思いますが、その

ときにはまたしっかりとご審議いただけたらと思います。 

○塚本会長 補足しますと、今おっしゃいましたように定期見直しというのがあって、そのと

きには都市計画基礎調査というかなり厳密な調査をその都度行い、市街化すべき範囲はどこ

なのか等の調査をした上で、今回どこまで市街化区域に入れるのか入れないのかという判断

をし、それにいろいろな地元の方の意見、要望を踏まえた上で見直しを決めていくというこ

とになります。先ほどありましたように、定期見直しは原則５年毎ですが、５年ではなかな

か難しく、まず７、８年とか 10年ピッチになりますが、そのときにかなり厳密な調査をやる

中でそういった判断をされていかれるということもあるかと思いますので、そのあたりも含

めてご理解いただけると、次回の見直しのときに判断していただけるのではないかと思いま

す。 

○中村委員 もしそれ以上の考え方を持っておられるんでしたら、今回のレッドゾーンについ

ては、地権者がですね、かなり自分の資産について減ってきたと。それは何かというと、そ

こに建築規制がかかってくるんだと、これがもう現実に起こってるわけですよ。ですから、

それをいつまで引きずるのかという問題が今後、発生するのではないかという思いの中の質

問でしたので、そこはご理解いただきたい。 

○塚本会長 ありがとうございます。そのほかありますでしょうか。 

○桑重委員 商業高校の南のところで、第二種中高層と、第一種低層を分けていらっしゃいま
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すが、これは商業高校側の土地は商業高校の所有地だから分けているのですか。実際にはグ

ラウンドみたいなところに、なんで第一種中高層から、商業高校の所有地なので将来的に校

舎を造るだとか、そういうこともあってそこで色分けをされたのか、そのあたりを教えてい

ただけたらと。 

○塚本会長 説明をお願いします。 

○事務局 実際には商業高校のグラウンドで、何かをプラスしようとしているわけではござい

ませんが、途中申しました一団の土地として考える際に、商業高校側の区画について、南の

第一種低層のように、低層住居をはりつかせるというような土地利用というのは、今回の開

発では考えにくいと。あそこを開発したわけではございませんので。ですので、間を残さず、

なおかつレッドではないということから、一団の土地として考えるに当たり、隣接する地域

としてどこまでを第二種中高層、どこまでを第一種低層と考えたときに、開発の形状と今後

の可能性を踏まえて、このような形状にさせていただいているところでございます。 

○塚本会長 ありがとうございます。 

○桑重委員 ちなみに商業高校の所有地なのですか。 

○事務局 手持ちの資料はありませんが、商業高校のグラウンドですので、他者の土地ではな

く、グラウンドと同じ商業高校、山口県の所有地だと考えています。 

○塚本会長 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。特にご意見がないようでござい

ますので、そろそろ審議会としての意見を取りまとめたいと思います。 

この度付議されました諮問第 19号、議案第 36号について支障ない旨を市長に答申するこ

とでよろしいでしょうか。 

○審議会委員 異議なし 

○塚本会長 ありがとうございます。ご異議がないものと認めます。よって、諮問第 19号、議

案第 36号について、当審議会として支障ない旨を市長に答申いたします。 

■議案第 37号 

○塚本会長 それでは続きまして、日程第４議案第 37号、岩国都市計画下水道の変更について、

を審議したいと思います。事務局から説明をお願いします。 

○事務局 続きまして、議案第 37号、岩国市が定める、岩国都市計画下水道の変更について 

ご説明します。まずは、お配りした審議資料に基づいて、議案の内容を簡単に説明いたしま

す。 

  資料 13ページをご覧ください。２番、排水区域の新旧対象表において、一文字処理区の分

流式が関戸の編入により 0.02 ヘクタール、尾津処理区の分流式が平田五丁目の編入により

4.4ヘクタール増加しています。変更箇所の位置図は資料16ページになります。この変更は、

諮問第 19号の区域区分の変更に伴うものです。 

  また、資料 14、15ページのその他の施設の新旧対象表において、新旭町ポンプ場、今津地

区調整池、山手地区調整池が追加されています。変更箇所の位置図は、資料 17ページになり

ます。 
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それでは、正面のスクリーンをご覧いただき、詳しくご説明させていただきます。 

まずは、先ほど諮問第 19号で説明しました区域区分の変更により、２つの区域が市街化区

域に編入されることに伴い、都市計画下水道の排水区域を変更することについて、説明いた

します。 

今回、山口県が都市計画の区域区分の見直しを行い、平田五丁目と関戸の２ヶ所を、市街

化調整区域から市街化区域に編入することに伴って、都市計画下水道の排水区域を変更する

こととしております。 

平田五丁目の変更ですが、市街化区域に編入される経緯については、先ほど申し上げたと

おりでございます。今回市街化区域に編入される範囲に合わせて、都市計画下水道の排水区

域を 4.4ヘクタール追加することとしております。 

関戸の変更についてですが、こちらについても、今回市街化区域に編入される範囲に合わ

せ、都市計画下水道の排水区域を 0.02ヘクタール追加することとしております。 

次に下水道施設の変更についてですが、まずは、公共下水道について簡単に説明します。 

公共下水道は、汚水と雨水を合わせて処理する合流式と別々に処理する分流式に分けられ

ます。今回、都市計画変更を予定しています岩国市公共下水道の排水区域には、一文字処理

区と尾津処理区がありますが、一文字処理区に位置する岩国駅周辺を含む流域は、合流式で

整備がほぼ完了しています。また、尾津処理区に位置する川下地区を含む流域は、分流式の

計画になっており、汚水は尾津浄化センターに送って処理する計画で整備を進めており、雨

水については、雨水排水ポンプ場等で排水しています。 

この２つの流域の雨水については、5 年に一度の大雨である、確率年 5 年の計画時間降雨

量 43ミリメートルの雨水が排除できる施設整備がほぼ完了しています。 

しかしながら、近年全国的にも頻繁に発生しているゲリラ豪雨には、現施設の能力では対

応できず、浸水被害が発生している状態です。 

今回の変更では、浸水被害軽減を目的として、確率年５年から確率年 10年の計画時間降雨

量 53ミリメートルに対応した施設整備を計画するものです。 

今回変更する箇所について説明します。初めに、岩国駅前地区に計画しております、今津

地区調整池及び山手地区調整池について説明します。 

調整池の役割ですが、雨が降り始めて、下水道管で処理できない雨水は地上に溜まり、浸

水被害が起きてしまいます。そのため、調整池を設置することによって、雨水を調整池に一

時的に溜めることで浸水被害を軽減するものです。 

岩国駅周辺における浸水被害箇所がピンク色で、調整池の流域は青色の区域です。岩国駅

周辺における浸水対策としまして、確率年 10年の雨量に対応するための施設として、一文字

終末処理場内に調整槽を、今津地区及び山手地区に調整池の整備を計画しています。 

なお、一文字終末処理場内に計画中の 3,600立方メートルの調整槽については、現在実施

設計が完了しており、今年度から２ヵ年で建設予定です。 

今回の変更により、大量の雨などが下水道管で処理できずに地上に雨水が溜まる浸水対策
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として、今津地区と山手地区に調整池を整備する計画です。 

今津地区の調整池は、赤色の範囲を計画しています。手前に市役所、左に警察署がありま

す。 

市役所前の今津町第三街区公園と駐車場の間の芝生の地下に、面積 200平方メートル、容

量 200立方メートルの調整池を計画しています。 

山手地区の調整池は、赤色の範囲を計画しています。奥に、白ヘビ飼育場、麻里布小学校

体育館があります。 

山手第一街区公園地下に面積 200平方メートル、容量 150立方メートルの調整池を計画し

ています。 

こちらは参考として、下水道施設とは別の施設ですが、河川の施設として整備している

4,000 立方メートルの調整池になります。今回、都市計画決定する調整池は、これに比べる

と小規模なものとなります。 

今後の事業の進め方として、本日の審議会を経て、都市計画決定後、下水道の事業計画の

変更などを行い、詳細設計、工事へと進む予定としています。工事の着手としては令和４年

度を予定しています。 

次に旭町ポンプ場についてですが、現在の旭町ポンプ場は、画面右上の緑色の場所にあり、

昭和 47年に都市計画決定され、昭和 58年に供用開始されています。今回、新たなポンプ場

を建設するため、老朽化したポンプ場の建替えに合わせて確率年 10年の雨量に対応するため

の整備を、新旭町ポンプ場という名称で行う予定としており、都市計画の変更を行います。 

川下地区の流域として、現在着色している地区が旭町ポンプ場の流域となります。また、

緑色が中津及び旭町のポンプ場で、赤色が新しいポンプ場用地となります。 

新旭町ポンプ場は、既存の旭町ポンプ場に隣接する区画へ計画しています。予定地を今津

川方向から撮影した写真です。赤色が旭町ポンプ場計画地、緑色が現在の旭町ポンプ場です。

黄色は、雨水排水用の放流きょです。現在使用しており、新しいポンプ場でも使用する予定

です。 

こちらは新旭町ポンプ場の場内配置図を示しています。ポンプ 3台を設置する予定として

います。 

今後の事業の進め方としましては、都市計画決定後、下水道の事業計画の変更を行い、用

地買収を行い、工事に着手する予定としています。 

都市計画の考え方として、本市の将来の目指すべき、まちの目標を定めている岩国市都市

計画マスタープランにおいて、都市防災の基本方針として、災害の発生を未然に抑止し、ま

た災害が発生した場合には被害を最小限に抑えることが可能な都市づくりを進めることとし

ており、その実現ために必要な治水対策の一つとして、今回、都市計画下水道の変更を行い

ます。 

最後に、都市計画変更に伴う手続きについてご説明いたします。 

素案の閲覧につきましては、3月 25日から 4月 25日までの間、岩国市都市計画課で図書
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の閲覧を実施し、閲覧期間中の 3月 31日に岩国市民文化会館で説明会を行いました。旭町ポ

ンプ場増設予定地についてのご質問がありましたが、特段のご意見はありませんでした。4

月 20日に、公聴会を予定しておりましたが、公述の申出がなかったことから、公聴会は開催

しておりません。それから、都市計画の変更案の縦覧を 5月 17日から 5月 31日の間、行い

ました。縦覧期間中、意見書の提出はありませんでした。 

なお、本日の岩国市都市計画審議会において適当と認められましたら、県知事協議を経て、

決定の告示を行うこととなります。 

以上、議案第 37号都市計画下水道の排水区域の変更と下水道施設の変更についてでござい

まして、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○塚本会長 はい、ありがとうございました。 

内容としては、従前の市街化区域と市街化調整区域の変更に伴う排水処理区の区域の変更、

それからポンプ場、雨水防災施設の浸水対策に関する都市計画の変更と、大きく２つの内容

でありますけれど、これにつきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、よろしくお願い

します。どうぞ。 

○中村委員 教えてほしいのですが、今津地区と山手地区の調整池ですね、あの地区は公共下

水として合流式というふうに最初に説明をされたんですけど、合流式の中に調整池を造ると

いうのは、どういうふうな形で分離されるんでしょうか。 

○事務局 下水道課の藏田といいます、よろしくお願いします。 

分離するというお話ですが、合流区域でございますので、雨水も汚水も一緒に調整池の中

に入ります。 

○中村委員 合流式の地区の中で、調整池を造るというのは、要するに雨水を分けるわけでは

ないですか。調整池に向けて、あの中、全部入っているの、合流したものが。 

○事務局 そうです。 

○中村委員 全てあの中に溜めて出すということですか。 

○事務局 そうです。通常、管の中に雨が入らなければ汚水のみ流れていますが、そこに雨が

降ってくると一緒に雨水も流れます。その管路を分けるわけではないので、全て調整池に入

っていきます。 

○中村委員 調整池というのは浄化槽的な仕組みになっているのですか。 

○事務局 そうではございません。普通に流れていってですね、上流の方で管渠の排水能力が

一部足りない所がありますので、そうなると今さっきスクリーンでもありましたように、道

路の方が冠水してしまうと、そういうところの地下に槽を設けることによって、表面に出る

水を地下調整池の方に蓄えるという形にしていますので、そこに浄化槽があるわけではなく

て、溜まって、ある程度雨が落ち着き管渠に余裕ができたところに、また流れていくという

ことです。 

○中村委員 調整池のあるあたりの道路表面の水をそこに溜めるということですか。 

○事務局 そういうことです。 
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○中村委員 ということは、その地区が結局、一番低いと想定されたわけですよね。 

○事務局 低いというか、今回、市役所の前に一つ計画していますが、そこは今津処理区の中

でも一番、最上流になります。それから流れていく途中に一部、管渠が狭いところがありま

して、その影響で上流の雨水を処理できないということがありますので、その管渠の手前に

調整池を設けて蓄えるということを考えています。 

○中村委員 中間部分をそこに集めようということですか。 

○事務局 そういうことです。 

○塚本会長 よろしゅうございますか。今の説明でご不明な点がございましたら。 

○細見委員 素人考えで申し訳ないんですけどね、今の調整池の話ですけど、平方メートル数

で今、説明があったんですね、200平方メートル。で、10年確率ということでありますけど、

もう少し大きいのを造っておくとね、例えば汚泥が溜まったときの除去作業なんかも、１、

２年に何べん計画されているか分かりませんけど、大きいキャパシティのものをやっておく

と、仮にいっぺんで、費用も費用対効果もね、大きいものを造っとった方が良いんじゃない

かと思うんですけどね。これ立方メートル数がどのくらいかっていうのも分かりませんし、

その辺はいかかがなんでしょうか。市役所にしたら結構広い面積になる。200 平方メートル

といったら 20メートル掛ける 10メートルになりまして、山手のも 200平方メートルで、も

う少し広くとれるもんなら広くとって、キャパシティを大きいものが良かろうと思うんです

が、何か一応、基準があって補助の対象であるとか、こういうものしかできないんだってい

ろいろ理由があるか分かりませんがね。まあ、今後どうなるかも分からないわけですよね、

そういう基準っていうものが、43ミリメートルの５年確率が 10年確率 53ミリメートルにな

りましたからね、一応、指定だけは大きくとっといた方が、何かと動きやすいんかなという

気がするわけですが、いかがですか。 

○塚本会長 ありがとうございました。 

○事務局 今、言われたところは、私たちも思うところではありますけども、どうしても補助

事業という縛りの中で動きますと、今、５年から 10年の確率の中で最大の 10年という中で

計算をかけて、一文字処理区の中で 3,950立方メートルという数字を出しています。足りな

い分ということで。その中でも上流域の市役所の前と、あと公園がございますけども、その

２箇所で 350立方メートル数字を計算で割り出しています。それを超えたものを造ると、補

助から外れてしまうということもございまして、なかなかそれ以上大きいものが造れないと

ころが正直言ってあります。そういった考えでこの容量にしています。 

○細見委員 くどいようですけどね、そういう形で決定だけはもう少しでもね、大きくしてい

って、基準が変わったときにもなんかすぐね、ある程度とっておけば、少なくともせっかく

広い面積があるわけですからね、いろんな面で、その方がすぐ動きやすいんだとか、補助事

業もどのくらいの補助があるか分かりませんけど、やっぱり安心、安全を考えれば大きいキ

ャパシティ、今後の除去作業等も考えて造っとけばね、先ほど申しましたように、１、２年

で汚泥を取らないといけないのが、例えば３年、５年で取るとね、費用対効果も良いわけで
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すよね、維持管理の上で。その辺は、補助とか、何でやるのか分かりませんけど、ものによ

っては対象外だけにやるとか、いろんな方法でできるわけですからね。ちょっとその辺の判

断、20 メートル掛ける 10 メートルの平方メートル数を使ってどうなのかなと思いまして、

ご答弁あればいいですが。 

○事務局 非常に難しいところではありますが、この調整池以外にも今、東小中学校等、そう

いったところで、グラウンドの表面に雨水を一時貯留して、雨が降った後に徐々に排水する

ような、オンサイトといいますが、そういった、水を一時的に溜めて後でゆっくり流すとい

った新しい施設をいろいろ考えておりますし、他課の方でもそういったものがあれば私たち

もお話に行っておりますので、そういったところで対応したいとも考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○塚本会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。ご意見ということでよろしくお願

いします。他に、はい、お願いします。 

○大西委員 市役所の前のことで、今、写真館あたりとか市役所周り、すぐ浸かりますよね。

どのくらいの範囲まで効果があるのか、想定について。 

○事務局 どのくらいまでというのは非常に難しいですが、今、10 年確率で 53 ミリメートル

の雨を想定している中で、時間刻みでどれだけ雨水を処理できなくなるかというものを出し

てきて、200 立方メートルというものを決めております。市役所の前は 200 立方メートルを

決めてますので、実際、写真館の前が一番浸かると思いますが、そのあたりが、今までだと

30分後に浸かり始めたものが、今度から 40分、50分と遅れて浸かり始める。梅雨の間、雨

が降り続くとどうしても処理できなくなりますので、そこに関してはシミュレーションをつ

くりあげているわけではないので、どの域までが処理できるというのは把握しておりません。 

○大西委員 シミュレーションをしていないということでいえば、細見委員が言われたように

大きいものを造っておかないと。なかなか難しいと思うのですが、補助の問題もあるという

ことで。たぶん、このぐらい造ったら、この界隈、カバーできるだろうということはある程

度、考えておられるのではないかと思うのですが、計画の段階で造るだけで、どこまでカバ

ーできるのですか。 

○事務局 いろいろなシミュレーション方法はあるかもしれないですが、今、私どもでシミュ

レーションをかけている中で、10年確率で降雨量を想定して、どうしても処理できない部分

が今の 200立方メートルだという解答が出ていますので、それで 200立方メートルを想定し

ているということです。 

○大西委員 これ以上、答弁はされていないということで、難しいかとは思うんですけども、

あそこに予算を使ってできることによって、ご近所さんがうちまでは、そういうことがあっ

たときには解消できるという安心をやっぱり住民の生活に対してね、雨が降ったとき、ここ

は安心なんだということが必要なんだと思うんですね。まあ、結果していないということな

んで、答弁、これ以上は難しいかなと思いますので。いいですよ、無理して言われなくても。 

○塚本委員 ありがとうございます。ほかにございませんか。 



 

 

16 

○梅川委員 それこそ馬鹿げた質問なんですけども、今、降雨の関係の排水処理ということで

説明があったかと思いますけど、この岩国市、中心が錦川の本当、最下流にあるんですけど、

錦川が仮に氾濫したというようなことは想定外ってことですかね。先ほどの 200立方メート

ルの処理、時間雨量 53ミリメートルですか、だいたい計算して 4,000立方メートルの雨水を

１回１時間で処理できるのかという単純計算ですけど。この市役所の敷地の中を降った雨だ

けしか処理できないような、いうぐらいのことではないかと思うんですけど。また山手の 150

立方メートル、ちょうどこの部屋くらいの広さでしょ、じゃないかと思うんですけど、だい

たいこれが８メートル掛ける 10メートルの 80平方メートル、高さが２メートルくらいで 160

立方メートルになりますので、それくらいかなと話を聞いて思ってるんですけど、それで処

理、結局なれば、まあ、計算上でしょうから、いいと思うんですけど、今度、氾濫したとき

のことは想定外のことなんですか。 

○事務局 氾濫に関しては想定外です。 

○事務局 ご存知のように岩国市の方でもハザードマップ等を危機管理課が整備しています。

ご指摘のような浸水被害が本当に生じるときには、もはや調整池でどうのこうのということ

でなく、長い時間雨が続いて危険なときには、避難勧告になり、新しくレベルなど設定され

ましたので、そういったところで、１つのハード設備での対処ではなく、個人的に安全な所

に避難していただくといったことも合わせもって、市として考えていかなければいけないと

思いますので、ご指摘のような案件については、ハード設備で、できる範囲のものをまずさ

せていただいて、それ以上のものはきちっと皆さんに安全にご避難いただくという、市とし

ての役割というのをしっかりと果たしていかないといけないという戒めとしてお聞きしてい

るところでございます。 

○塚本会長 ありがとうございます。ほかにございますか。 

○桑重委員 質問なんですけど、旭町のところので、新規の建設は、旭町ポンプ場っていうの

は１つあるんですけど、施設としてはなくなるのですか。新しいポンプ場ができたときに、

ポンプ施設、それは用地としては残るだけで施設は全部、新しいやつになるんですか。 

○塚本会長 ご回答お願いします。 

○事務局 都市排水施設課の片野です。 

新しいポンプ場を造るのに、今、考えているのに約 50億円程度かかって、約 10年近くか

かる予定です。その間につきましては、旧のポンプ場を随時動かしていって、２つのポンプ

場で稼働する予定です。新しいポンプ場ができたときには、古いポンプ場につきましては、

先ほどからあります浸水対策の調整池的な位置づけとして活用したらと今考えています。 

○桑重委員 分かりました。というのはですね、理由の方で更新という言葉を使われてたんで、

図面を見たときに増設ではないかなと、私、勘違いしちゃったんで、今のような質問をさせ

ていただきました。ゆくゆくは旧ポンプ場というのは、完成後は必要がなくなるということ

ですか。 

○事務局 そうです、いずれは。建設に時間が長くかかるので、当分の間、どちらも稼働させ
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ますが、いずれ新しいポンプ場ができた際には、古いポンプ場の方は、ポンプ場としての役

割は廃止します。 

○塚本会長 ありがとうございました。ほかにございますか。 

○中村委員 今津地区の調整池の絵を出してもらえますか。私たちがもらってる中には、赤い

線が入ってないんですけど、あれは流入、流出と考えていいんですかね。 

○事務局 そういうことです。 

○中村委員 流入のところに道路の桝から入ってくると。 

○事務局 道路の桝といいますか、道路上に管渠がありますけども、そこに分岐を造って、そ

こから入るようにして、また、出るときには、その管渠に戻していくようになります。 

○中村委員 ああいうイメージで入って出すと、はい、山手も見せてください。これも配られ

てたものに書いてないんで。 

○事務局 すいません。 

○塚本会長 ありがとうございます。ほかにご質問等ございますでしょうか。よろしゅうござ

いますか。はい。ありがとうございました。 

皆様のご意見をいただきまして、あの大きさで、どんなものができるのだろうと皆さんも

心の中で思っていらっしゃるとは思うんですけど、そういう全体計画の中で今回、この規模

で決定をしたいという市のご意向でございます。これに対して、特に皆さんのご意見がない

というふうに判断させていただきましたので、このたび付議されました、議案第 37号につき

まして、原案のとおり可決決定する旨を市長に答申するということでよろしいでしょうか。 

○審議会委員 異議なし。 

○塚本会長 はい、ありがとうございます。ご異議がないものとさせていただきます。よって、

議案第 37号につきましては、当審議会として原案のとおり可決決定した旨を市長に答申させ

ていただきます。 

これで、本日予定された議事については、以上でございます。委員の皆様から、何かご質

問がありますでしょうか。 

（特になし） 

皆様のご協力により円滑な審議を行うことができました。ありがとうございました。 

事務局から事務連絡があればお願いします。 

○事務局 本日は、長時間にわたりご審議いただきありがとうございました。受付でお預かり

した駐車券につきましては、会場出入口にてお返しいたします。精算処理を終えております

ので、駐車場を出られる際に、そのまま精算機にお入れ下さい。 

それでは、以上をもちまして、第 26回都市計画審議会を閉会いたします。ありがとうござ

いました。 
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[15時 50分 閉会] 
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